
Title 春秋經傳集解譯稿續篇（八） : 襄公二十六年

Author(s) 岩本, 憲司

Citation 中国研究集刊. 2005, 37, p. 112-136

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61071

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



春
秋
鰹
偉
集
解
繹
稿
績
篇

l

襄
公
二
十
六
年

中
国
研
究
集
刊
致
号
（
総
37
号
）
平
成
十
七
年
六
月
―
―
ニ
ー
一
三
六
頁

衛
孫
林
父
入
子

〔
襄
公
二
十
六
年
〕

一
十
有
六
年
春
王
二
月
辛
卯
衛
宵
喜
試
其
君
剰

戚
以
叛

R
術
〔
君
〕
が
位
に
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
林
父
は
邑
を
私
物
化

し
て
國
に
背
い
た
か
ら
、
「
叛
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
疏
に
「
叛
者
背
君
之
名
嫌
無
君
不
得
第
叛
故
注
明
之
林

父
畏
桁
入
殺
己
以
邑
先
叛
故
桁
今
雖
未
居
位
林
父
以
背
國

之
故
猶
屈
叛
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
下
の
偲
文
に
「
書
曰
入
干

戚
以
叛
罪
孫
氏
也
臣
之
緑
君
賓
有
之
義
則
進
否
則
奉

身
而
退
専
緑
以
周
旋
搬
也
」
と
あ
る
。

霞
甲
午
衛
侯
桁
復
蹄
干
衛

R
も
と
の
位
に
も
ど
っ
た
場
合
に
「
復
蹄
」
と
言
う
〔
成
公
十
八
年

偲
文
〕
。
名
を
い
っ
た
り
名
を
い
わ
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
の
は
、

偲
に
義
例
が
な
い
。

（八）

闘
こ
こ
は
「
桁
」
と
名
を
い
っ
て
い
る
が
、
成
公
十
六
年
に
は
「
曹

伯
蹄
自
京
師
」
と
あ
っ
て
、
名
を
い
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
そ
の

注
に
「
諸
侯
蹄
國
或
書
名
或
不
書
名
（
中
略
）
傭
無
義
例

従
告
僻
」
と
あ
る
。

霞
夏
晉
侯
使
荀
呉
来
聘

R
「
呉
」
は
、
荀
個
の
子
で
あ
る
。

闘
十
九
年
の
傭
文
に
「
荀
偲
菰
疸
生
瘍
於
頭

病
目
出
大
夫
先
蹄
者
皆
反
士
匂
請
見

鄭
甥
可
」
と
あ
り
、
注
に
「
鄭
甥
荀
呉

る。

霞
公
會
晉
人
鄭
良
雷
宋
人
曹
人
子
壇
淵

⑮
卿
が
公
侯
と
會
し
た
場
合
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
貶
す
る
〔
「
人
」

清
河
及
著
薙

弗

内

請

後

曰

其
母
鄭
女
」
と
あ

岩

本

憲

司
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と
稲
す
る
〕
べ
き
で
あ
る
が
、
（
今
こ
こ
で
は
）
宋
の
向
戌
が
期

日
に
お
く
れ
た
こ
と
を
責
め
よ
う
と
す
る
か
ら
、
（
特
に
）
「
良
雷
」

と
（
名
氏
を
）
書
い
て
、
（
そ
れ
と
の
射
照
で
）
向
戌
を
駁
正
し

た
の
で
あ
る
。
も
し
、
い
づ
れ
も
み
な
、
「
人
」
と
稲
す
れ
ば
、

向
戌
は
、
輩
に
、
公
と
會
し
た
と
い
う
理
由
で
貶
せ
ら
れ
て
い
る
、

か
に
ま
ぎ
ら
わ
し
い
。

圃
信
公
二
十
九
年
の
偲
文
に
「
卿
不
書
罪
之
也
在
證
卿
不
會

公
侯
會
伯
子
男
可
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
下
の
偲
文
に
「
趙
武

不
書
尊
公
也
（
注
罪
武
會
公
侯
）
向
戌
不
書
後
也
（
注

後
會
期
）
鄭
先
宋
不
失
所
也
（
注
如
期
至
）
」
と
あ
る
。

鱈
秋
宋
公
殺
其
世
子
痺

＠
君
を
稲
し
て
殺
し
て
い
る
の
は
、
父
子
が
殺
害
し
合
う
の
を
に
く

ん
で
で
あ
る
。

闘
儘
公
五
年
「
春
晉
侯
殺
其
世
子
申
生
」
の
公
羊
偲
文
に
「
易
為
直

稲
晉
侯
以
殺
殺
世
子
母
弟
直
稲
君
者
甚
之
也
」
と
あ
り
、
穀

梁
偲
文
に
「
目
晉
侯
斥
殺
悪
晉
侯
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

霞
晉
人
執
衛
宵
喜

霞
八
月
壬
午
許
男
宵
卒
子
楚

＠
（
名
を
書
い
て
い
る
の
は
）
同
盟
は
し
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

名
を
も
っ
て
赴
告
し
て
き
た
（
か
ら
で
あ
る
）
。

闘
信
公
二
十
三
年
の
傭
文
に
「
赴
以
名
則
亦
書
之
」
と
あ
り
、
注
に

「
謂
未
同
盟
」
と
あ
る
。

鱈
冬
楚
子
察
侯
陳
侯
伐
鄭

麟
葬
許
緩
公

圃
二
十
六
年
春
秦
伯
之
弟
鍼
如
晉
脩
成

R
夷
儀
で
會
し
た
歳
〔
二
十
四
年
〕
の
和
平
を
か
た
め
た
の
で
あ
る
。

卿
二
十
五
年
の
偲
文
に
「
會
子
夷
儀
之
歳
齊
人
城
郊
（
注
在
ニ

十
四
年
）
其
五
月
秦
晉
為
成
（
中
略
）
成
而
不
結
」
と
あ
る
。

圃
叔
向
命
召
行
人
子
員

R
秦
の
口
上
に
應
苔
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

圃
行
人
子
朱
曰
朱
也
嘗
御

@
「
御
」
は
、
進
で
あ
る
。
（
自
分
が
）
行
ぐ
べ
き
番
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
『
國
語
』
晉
語
八
「
子
朱
曰
朱
也
嘗
御
」
の
掌
注
に
「
嘗
直

也
御
進
也
言
次
應
直
事
」
と
あ
る
の
を
参
照
〔
「
嘗
」
の

解
繹
が
杜
預
と
異
な
る
〕
。

圃
三
云
叔
向
不
應
子
朱
怒
曰

⑭
同
じ
く
大
夫
で
あ
る
。

班
爵
同
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圃
何
以
闘
朱
於
朝

＠
「
闘
」
は
、
退
で
あ
る
。

闘
『
國
語
』
晉
語
八
「
何
以
闘
朱
也
」
の
掌
注
に
「
闘

あ
る
の
を
参
照
。

圃
撫
靱
従
之

＠
叔
向
に
詰
め
寄
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
叔
向
曰
秦
晉
不
和
久
芙
今
日
之
事
幸
而
集

＠
「
集
」
は
、
成
で
あ
る
。

罰
桓
公
五
年
の
偲
文
「
可
以
纂
事
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。

な
お
、
『
國
語
』
晉
語
八
「
今
日
之
事
幸
而
集
」
の
掌
注
に
「
集

成
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
晉
國
頼
之
不
集
三
軍
暴
骨
子
員
道
二
國
之
言
無
私
子
常

易
之
姦
以
事
君
者
吾
所
能
御
也
彿
衣
従
之

R
「
彿
衣
」
と
は
、
裳
を
ま
く
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

闘
『
國
語
』
晉
語
八
「
彿
衣
従
之
」
の
拿
注
に
「
彿
袋
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
詩
』
鄭
風
〈
裳
裳
〉
「
泰
裳
渉
榛
」
の
鄭

箋
に
「
掲
衣
渡
湊
水
」
と
あ
る
。

圃
人
救
之
平
公
曰
晉
其
庶
乎

＠
治
ま
る
に
近
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
旺
公
十
一
年
の
偲
文
「
其
庶
乎
」
の
注
に
「
其
庶
庶
幾
於
興
」

と
あ
る
。
な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
晉
語
八

其
庶
乎
」
の
拿
注
に
「
庶
幾
於
興
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

退
也
」
と

圃
吾
臣
之
所
争
者
大
師
畷
曰
公
室
櫂
卑
臣
不
心
競
而
力
手

R
二
子
が
、
心
で
張
り
合
っ
て
忠
を
つ
く
す
こ
と
を
せ
ず
に
、
絨
に

手
を
か
け
た
り
、
裳
を
ま
く
り
上
げ
た
り
し
た
、
こ
と
を
い
う
。

圃
不
務
徳
而
争
善

R
(
「
手
善
」
と
は
）
争
っ
て
、
自
分
の
行
な
い
こ
そ
善
で
あ
る
と

主
張
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
私
欲
已
修
能
無
卑
乎

R
私
欲
が
は
び
こ
れ
ば
、
公
義
が
す
た
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
衛
猷
公
使
子
鮮
廊
復

R
自
分
の
た
め
に
、
國
に
か
え
る
こ
と
を
求
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

圃
僻

R
出
来
な
い
と
こ
と
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
敬
似
強
命
之

R
「
敬
似
」
は
、
猷
公
及
び
子
鮮
の
母
で
あ
る
。

閲
十
四
年
の
偲
文
「
子
鮮
従
公
」
の
注
に
「
子
鮮
公
母
弟
」
と
あ

る。

圃

劉

曰

君

無

信

臣

憚

不

免

敬

似

曰

雖

然

以

吾

故

也

許

諾
初
猷
公
使
輿
爾
喜
言

R
國
に
か
え
る
話
を
し
た
の
で
あ
る
。

闘
二
十
五
年
の
偲
文
に
「
衛
猷
公
自
夷
儀
使
典
宵
喜
言
」
と
あ
り
、

注
に
「
求
復
國
也
」
と
あ
る
。
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必
ず
間
に
立

衛
人
貯
殺
之
」
の
注
に

圃
宵
喜
曰
必
子
鮮
在
不
然
必
敗

＠
子
鮮
は
賢
で
、
國
人
が
彼
を
信
頼
し
て
い
た
か
ら
、

た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

闘
十
四
年
の
偲
文
に
「
衛
君
其
必
蹄
乎
有
大
叔
儀
以
守
有
母
弟

鱒
以
出
或
撫
其
内
或
督
其
外
能
無
蹄
乎
」
と
あ
る
。

圃
故
公
使
子
鮮
子
鮮
不
獲
命
於
敬
似

R
停
止
の
命
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
偕
公
二
十
三
年
の
偲
文
「
其
辟
君
三
舎
若
不
獲
命
」
の
注
に
「
三

退
不
得
楚
止
命
也
」
と
あ
り
、
同
二
十
八
年
の
偲
文
「
既
不
獲
命

芙
」
の
注
に
「
不
獲
止
命
」
と
あ
る
。

圃
以
公
命
卑
爾
喜
言
曰
荀
反
政
由
甫
氏
祭
則
寡
人
雨
喜

告
速
伯
玉
伯
玉
曰
媛
不
得
聞
君
之
出
敢
聞
其
入

R
十
四
年
に
孫
氏
が
猷
公
を
追
い
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
媛
は
立
ち

去
っ
て
、
最
寄
り
の
闊
所
か
ら
（
國
外
に
）
出
た
の
で
あ
る
。

闘
十
四
年
の
偲
文
に
「
文
子
曰
君
忌
我
芙
弗
先
必
死
井
努

於
戚
而
入
見
蓮
伯
玉
曰
君
之
暴
虐
子
所
知
也
大
憚
社
稜

之
傾
覆
貯
若
之
何
封
曰
君
制
其
國
臣
敢
奸
之
雖
奸
之

庸
知
愈
乎
遂
行
従
近
闊
出
」
と
あ
る
。

圃
遂
行
従
近
闊
出
告
右
宰
穀

◎
衛
の
大
夫
で
あ
る
。

闘
十
四
年
の
偲
文
「
右
宰
穀
従
而
逃
蹄

衛
大
夫
也
」
と
あ
る
。

圃
右
宰
穀
曰
不
可
獲
罪
於
雨
君

R
先
に
は
獣
公
を
追
い
出
し
、
今
度
は
瓢
を
試
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

圃
天
下
誰
畜
之

R
「
畜
」
は
、
容
と
同
じ
で
あ
る
。

閲
『
荀
子
』
非
十
二
子
に
「
在
一
大
夫
之
位
則
一
君
不
能
獨
畜

一
國
不
能
獨
容
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
悼
子
曰
吾
受
命
於
先
人
不
可
以
賦

＠
「
悼
子
」
は
、
宵
喜
で
あ
る
。
命
を
受
け
た
こ
と
は
、
二
十
年
に

あ
る
。

闘
二
十
年
の
傭
文
に
「
衛
甫
恵
子
疾
召
悼
子
（
注
悼
子
雨
喜
）

曰
吾
得
罪
於
君
悔
而
無
及
也
名
蔵
在
諸
侯
之
策
曰
孫

林
父
爾
殖
出
其
君
君
入
則
掩
之
若
能
掩
之
則
吾
子
也
若

不
能
猶
有
鬼
紳
吾
有
飯
而
已
不
来
食
芙
悼
子
許
諾
恵

子
遂
卒
」
と
あ
る
。

圃
穀
曰
我
請
使
焉
而
観
之

⑭
も
ど
し
て
よ
い
か
ど
う
か
を
見
き
わ
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
遂
見
公
於
夷
儀
反
曰
君
滝
憧
在
外
十
二
年
芙

⑭
「
滝
」
は
、
久
で
あ
る
。

闘
倍
公
三
十
三
年
の
偲
文
「
為
従
者
之
滝
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み

え
る
。
な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。

圃
而
無
憂
色
亦
無
寛
言
猶
夫
人
也
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◎
二
子
は
、
孫
文
子
の

圃
二
月
庚
寅
胄
喜
右
宰

＠
「
伯
國
」
は
、
孫
襄

不
在
だ
っ
た
か
ら
、

圃
宵
子
出
舎
於
郊

＠
出
奔
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

圃
伯
國
死
孫
氏
夜
哭
國
人
召
[

辛
卯
殺
子
叔
及
大
子
角

⑭
「
子
叔
」
は
、
衛
侯
則
で
あ
る
。

瓢
に
は
論
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

闘
元
年
に
「
冬
衛
侯
使
公
孫
瓢
来
聘
」
と
あ
り
、
「
厠

黒
背
子
」
と
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
偶
に
「
冬
衛
子
叔
晉
知
武
子
来

聘
證
也
」
と
あ
る
。

っ
て
い
る
の
は
、

R
そ
の
人
と
な
り
が
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
、

圃
若
不
已
死
無
日
芙

＠
「
已
」
は
、
止
で
あ
る
。

圃
悼
子
曰
子
鮮
在
右
宰
穀
曰
子

於
我
何
侶

⑭
子
鮮
が
義
を
な
す
と
し
て
も
、
せ
＼

こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
、
と
い
う
こ

雖
然
不
可
以
已

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

叛

庶
賤
之
人
不
拗
於
列
故
雖
有
善
悪
不

邑
害
國
則
以
地
重
必
書
其
名
且
終
顕

其

悪

也

地

曰

来

奔

来

奔

則

叛

可

知

蓋

記

事

外

内

之

癖

也

三

叛

人

以

地

来

奔

不

書

叛

謂

不

能

専

也

此
直
外
内
之
僻
既
以
地
来
妻
公
之
姑
姉
還
其
大
邑
不
得

復
言
不
能
専
也
」
と
あ
る
。

の
だ
か
ら
罪
は
な
い
、
か
に
ま

た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
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二
三
子
皆
使
寡
人

圃
甲
午
衛
侯
入
書
曰
復
蹄
嗣
納
之
也

R
は
じ
め
晉
が
彼
を
夷
儀
に
納
れ
〔
送
り
込
み
〕
、
今
こ
こ
で
夷
儀

か
ら
國
に
入
っ
た
た
め
、
晉
に
よ
っ
て
納
れ
ら
れ
た
〔
送
り
込
ま

れ
た
〕
、
か
に
ま
ぎ
ら
わ
し
い
か
ら
、
”
本
國
が
納
れ
た
〔
迎
え
入

れ
た
〕
”
と
い
う
例
を
骰
し
た
の
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
）
本
圃
に
よ

っ
て
納
れ
ら
れ
て
〔
迎
え
入
れ
ら
れ
て
〕
、
も
と
の
位
に
も
ど
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
二
十
五
年
の
偲
文
に
「
晉
侯
使
魏
舒
宛
没
逆
衛
侯
貯
使
衛
典
之

夷
儀
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
衛
猷
公
入
干
夷
儀
」
と
あ
る
。
な
お
、

成
公
十
八
年
の
偲
文
に
「
凡
去
其
國
國
逆
而
立
之
曰
入
復

其
位
曰
復
師
（
注
亦
國
逆
）
諸
侯
納
之
曰
節
以
悪
曰

復
入
」
と
あ
る
。

圃
大
夫
逆
於
麓
者
執
其
手
而
典
之
言
道
逆
者
自
車
揖
之
逆

於
門
者
頷
之
而
已

＠
「
頷
」
と
は
、
頭
を
う
こ
か
す
〔
う
な
づ
く
〕
こ
と
で
あ
る
。
桁

は
慢
心
が
生
じ
や
す
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

閲
『
説
文
』
に
「
鎖
低
頭
也
（
中
略
）
春
秋
偲
曰

之
而
已
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
公
至
使
譲
大
叔
文
子
曰
寡
人
滝
値
在
外

朝
夕
聞
衛
国
之
言

⑭
「
一
は
、
諸
大
夫
で
あ
る
。

迎
干
門

鎖

闘
『
國
語
』
晉
語
五
に
「
皆
告
諸
大
夫
曰

と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
吾
子
獨
不
在
寡
人

R
「
在
」
と
は
、
安
否
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
公
は
、
文
子
が
爾
喜

に
苔
え
た
言
薬
を
聞
い
た
か
ら
、
怒
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
『
儀
證
』
聘
證
記
「
子
以
君
命
在
寡
君
」

の
注
に
「
在
存
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
『
大
戴
嘘
記
』

曾
子
立
事
に
「
存
往
者
在
来
者
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
年
の
偲
文
に
「
衛
猷
公
自
夷
儀

使
卑
曾
喜
言
宵
喜
許
之
大
叔
文
子
聞
之
曰
烏
呼
詩
所

謂
我
射
不
説
皇
憔
我
後
者
甫
子
可
謂
不
憧
其
後
芙
将
可
乎

哉

殆

必

不

可

君

子

之

行

思

其

終

也

思

其

復

也

書

曰

値
始
而
敬
終
終
以
不
困
詩
曰
夙
夜
匪
解
以
事
一
人
今

宵
子
視
君
不
如
奔
棋
其
何
以
免
乎
奔
者
畢
棋
不
定
不
勝
其

隅
而
況
置
君
而
弗
定
乎
必
不
免
芙
九
世
之
卿
族
一
學
而

滅
之
可
哀
也
哉
」
と
あ
る
。
な
お
、
疏
に
「
沈
氏
云
大
叔
文

子
聞
窟
喜
許
公
之
言
而
殺
歎
本
非
面
苔
窟
喜
之
言
而
云
苔
者

時
聞
宵
喜
之
言
遂
自
評
論
不
許
於
窟
子
典
射
面
相
苔
無

異
故
言
苔
也
」
と
あ
る
。

圃
古
人
有
言
曰
非
所
怨
勿
怨
寡
人
怨
笑

⑭
怨
む
べ
き
相
手
〔
Or
理
由
〕
が
身
近
〔
？
〕
に
い
る
〔
Or
あ
る
〕
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
三
子
可
以
賀
我
芙
」
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闘
こ
こ
の
注
は
、
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
『
會
箋
』

に
「
注
親
親
二
字
不
可
用
」
と
あ
る
。

圃
射
曰
臣
知
罪
芙
臣
不
倭
不
能
負
覇
練
以
従
抒
牧
園
臣
之

罪
一
也
有
出
者
有
居
者

R
「
出
」
と
は
、
術
を
い
い
、
「
居
」
と
は
、
剰
を
い
う
。

圃
臣
不
能
賦
通
外
内
之
言
以
事
君
臣
之
罪
二
也
有
二
罪
敢
忘

其
死
乃
行
従
近
闘
出
公
使
止
之

R
傭
は
、
衛
侯
が
、
大
臣
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圃
衛
人
侵
戚
東
鄭

R
林
父
が
叛
い
た
か
ら
で
あ
る
。

闘
上
の
経
に
「
衛
孫
林
父
入
子
戚
以
叛
」
と
あ
る
。

圃
孫
氏
懇
干
晉
晉
戌
茅
氏

R
「
茅
氏
」
は
、
戚
の
東
鄭
で
あ
る
。

圃
殖
綽
伐
茅
氏
殺
晉
戌
三
百
人

R
「
殖
綽
」
は
、
齊
人
で
、
こ
の
時
、
衛
に
来
て
い
た
。

闘
二
十
一
年
の
偲
文
に
「
齊
旺
公
朝
指
殖
綽
郭
最
曰
是
寡
人
之

雄
也
」
と
あ
る
。

圃
孫
剛
追
之
弗
敢
撃
文
子
曰
属
之
不
如

R
「
属
」
は
、
悪
鬼
で
あ
る
。

卿
十
七
年
の
偲
文
「
爾
父
為
属
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、

将
以
討
衛
也
」
と
あ

そ
の
間
を
参
照
。

圃
遂
従
衛
師
敗
之
園

R
剃
は
、
父
の
言
薬
に
は
げ
ま
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
ま
た
殖
綽
を
追

っ
た
の
で
あ
る
。
「
園
」
は
、
衛
地
で
あ
る
。

圃
薙
銀
獲
殖
綽

＠
「
薙
銀
」
は
、
孫
氏
の
臣
で
あ
る
。

圃
復
懇
干
晉

R
下
の
、
晉
が
衛
を
討
と
う
と
し
た
こ
と
、
の
た
め
に
本
を
張
っ
た

の
で
あ
る
。

卿
下
の
偲
文
に
「
晉
人
為
孫
氏
故

る。

圃
鄭
伯
賞
入
陳
之
功

＠
陳
に
入
っ
た
こ
と
は
、
前
年
に
あ
る
。

閲
二
十
五
年
に
「
六
月
壬
子
鄭
公
孫
舎
之
帥
師
入
陳
」
と
あ
る
。

圃
三
月
甲
寅
朔
享
子
展
賜
之
先
路
三
命
之
服

R
「
先
路
」
・
「
次
路
」
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
王
が
賜
わ
る
車
の
抱

稲
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
王
に
請
う
た
の
で
あ
ろ
う
。

卿
十
九
年
の
偲
文
に
「
六
月
晉
侯
請
於
王
王
追
賜
之
大
路
使
以

行
證
也
」
と
あ
り
、
注
に
「
大
路
天
子
所
賜
車
之
惚
名
」
と
あ

る
。
な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。

薗
先
八
邑

召
諸
侯
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R
路
及
び
命
服
を
邑
の
先
に
お
く
っ
た
の
で
あ
る
。
「
八
邑
」
は
、

三
十
二
井
で
あ
る
。

闘
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、
十
九
年
の
偲
文
「
賄
荀
個
束
錦
加
璧
乗

馬
先
呉
壽
夢
之
鼎
」
の
注
に
「
古
之
猷
物
必
有
以
先
今
以

璧
馬
為
鼎
之
先
」
と
あ
る
。
な
お
、
そ
の
向
を
参
照
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
鄭
世
家
「
封
子
蚕
以
六
邑
」

の
〈
集
解
〉
に
「
服
虔
曰
四
井
為
邑
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な

お
、
『
周
證
』
小
司
徒
に
も
「
四
井
為
邑
」
と
あ
る
。

圃
賜
子
産
次
路
再
命
之
服
先
六
邑
子
産
僻
邑
曰
自
上
以
下

降
殺
以
雨
證
也
臣
之
位
在
四

⑭
上
卿
が
子
展
で
あ
り
、
次
卿
が
子
西
で
あ
り
、
十
一
年
に
良
雷
が

経
に
現
わ
れ
、
十
九
年
に
よ
う
や
く
子
産
を
卿
に
立
て
た
。
だ
か

ら
、
位
次
は
四
番
目
な
の
で
あ
る
。

圃
十
一
年
に
「
楚
人
執
鄭
行
人
良
害
」
と
あ
り
、
十
九
年
の
偲
文
に

「
鄭
人
使
子
展
嘗
國
子
西
聴
政
立
子
産
為
卿
」
と
あ
る
。
ま

た
、
隠
公
四
年
「
戊
申
衛
州
旺
試
其
君
完
」
の
疏
に
引
く
『
繹
例
』

に
「
春
秋
之
義
諸
侯
之
卿
嘗
以
名
氏
備
書
於
鰹
」
と
あ
る
。

な
お
、
偲
文
の
「
隆
殺
以
雨
」
の
「
隆
」
は
、
諸
本
に
従
っ
て
、

「
降
」
に
改
め
る
。

圃
且
子
展
之
功
也
臣
不
敢
及
賞
證
請
僻
邑

R
「
賞
證
」
と
は
、
證
を
も
っ
て
賞
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
六
邑
を
い

う。

圃
晉
人
為
孫
氏
故

召
公
也

⑭
公
を
呼
び
寄
せ
て
、
壇
淵
の
會
を
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

閲
下
の
偲
文
に
「
六
月
公
會
晉
趙
武
宋
向
戌
鄭
良
雷
曹
人
干
壇
淵
」

と
あ
る
。

圃
楚
子
秦
人
侵
呉
及
霧
婁
聞
呉
有
備
而
還

＠
「
嗚
婁
」
縣
は
、
今
、
安
豊
郡
に
隠
し
て
い
る
。

罰
校
勘
記
に
従
っ
て
、
注
の
「
霧
婁
」
の
下
に
、
「
縣
」
の
字
を
補

う。

圃
遂
侵
鄭
五
月
至
干
城
緊
鄭
皇
頷
戌
之

R
「
皇
頷
」
は
、
鄭
の
大
夫
で
、
城
緊
の
邑
を
守
っ
て
い
た
。

闘
旺
公
八
年
の
偲
文
「
齊
侯
使
連
稲
管
至
父
戌
葵
丘
」
等
の
注
に
「
戌

召
諸
侯

将
以
討
衛
也

圃
公
固
予
之
乃
受
三
邑

⑭
位
次
と
し
て
は
二
邑
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
公
が
是
非
に
と

典
え
る
の
で
、
三
邑
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

圃
公
孫
揮
曰
子
産
其
将
知
政
芙

＠
國
政
を
つ
か
さ
ど
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
『
國
語
』
周
語
中
に
「
若
是
而
知
晉
國
之
政
楚
越
必
朝
」
と
あ

り
、
拿
注
に
「
知
政
謂
為
政
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
譲
不
失
證

夏
中
行
穆
子
来
聘
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と
い
う
こ
と

守
也
」
と
あ
る
。

圃
出
典
楚
師
戦
敗
穿
封
戌
囚
皇
頷
公
子
園
典
之
手
之

⑭
「
公
子
園
」
は
、
共
王
の
子
の
霊
王
で
あ
る
。

閲
昭
公
元
年
の
偲
文
に
「
伍
畢
更
之
曰
共
王
之
子
園
為
長
（
中
略
）

楚
霰
王
即
位
」
と
あ
る
。

圏
正
於
伯
州
幣

＠
曲
直
を
質
問
し
た
の
で
あ
る
。

圃
伯
州
幣
曰
請
問
於
囚
乃
立
囚
伯
州
幣
曰
所
争
君
子
也

其
何
不
知

R
王
子
園
及
び
穿
封
戌
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
小
者
で
は
な
い
か
ら
、

識
別
し
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
異
説
と
し
て
、
『
會
箋
』
に
「
君
子
嘗
指
皇
頷
伯
州
幣
欲
使
皇

頷
悟
上
下
其
手
之
意
先
以
隠
語
挑
之
故
曰
其
何
弗
知
猶
曰

解
人
嘗
自
會
耳
」
と
あ
る
。

圃
上
其
手
曰
夫
子
為
王
子
園
寡
君
之
貴
介
弟
也

R
「
介
」
は
、
大
で
あ
る
〔
『
爾
雅
』
繹
詰
〕
。

闘
哀
公
十
四
年
の
傭
文
「
曰
逢
澤
有
介
緊
焉
」
の
注
に
、
同
文
が

み
え
る
。

圃
下
其
手
曰
此
子
為
穿
封
戌
方
城
外
之
縣
手
也
誰
獲
子

＠
手
を
上
下
し
て
、
捕
虜
の
意
志
を
誘
導
し
た
の
で
あ
る
。

圃
囚
曰
頷
遇
王
子
弱
焉

⑭
「
弱
」
は
、
敗
で
あ
る
。
王
子
に
と
ら
え
ら
れ
た
、

で
あ
る
。

闘
『
管
子
』
八
観
に
「
戦
不
勝
弱
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
戌
怒
抽
文
逐
王
子
園
弗
及
楚
人
以
皇
頷
蹄
印
菫
父
典
皇

頷
戌
城
緊

＠
「
印
菫
父
」
は
、
鄭
の
大
夫
で
あ
る
。

圃
楚
人
囚
之
以
猷
於
秦
鄭
人
取
貨
於
印
氏
以
請
之
子
大
叔
箆

令
正

R
(
「
令
正
」
は
）
僻
令
を
作
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
官
長
で
あ
る
。

圃
以
為
請
子
産
曰
不
獲

＠
大
叔
の
僻
令
は
、
財
貨
に
よ
っ
て
菫
父
を
請
求
す
る
文
面
で
あ
る

か
ら
、
き
っ
と
取
り
も
ど
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
受
楚
之
功
而
取
貨
於
鄭
不
可
謂
國
秦
不
其
然

R
楚
が
捕
虜
を
猷
ず
る
の
を
受
け
る
の
は
、
大
い
な
る
名
懸
で
あ
り
、

財
貨
に
よ
っ
て
そ
れ
を
放
免
す
る
の
は
、
小
っ
ぽ
け
な
利
盆
で
あ

る
か
ら
、
”
秦
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
”
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
若
曰
拝
君
之
勤
鄭
國
微
君
之
恵
楚
師
其
猶
在
散
邑
之
城
下

其
可

＠
こ
の
よ
う
な
僻
令
に
す
れ
ば
、
菫
父
を
取
り
も
ど
せ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

圃

弗

従

遂

行

秦

人

不

予

更

幣

従

子

産

而

後

獲

之

＠
あ
ら
た
め
て
使
い
を
や
っ
て
幣
〔
通
常
の
轄
物
〕
を
お
く
り
、
子

産
の
（
提
案
し
た
）
僻
令
を
用
い
て
、
よ
う
や
く
菫
父
を
取
り
も
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塵
ハ
月
公
會
晉
趙
武
宋
向
戌
鄭
良
雷
曹
人
干
壇
淵

田
⑮
戚
の
境
界
を
驚
定
し
た
の
で
あ
る
。

圃
取
衛
西
鄭
鯰
氏
六
十
以
典
孫
氏

R
戚
城
の
西
北
五
十
里
に
鯰
城
が
あ
る
。
姓
を
そ
の
ま
ま
城
の
名
に

し
た
の
で
あ
る
。
田
六
十
井
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
上
の
偲
文
「
先
八
邑
」
の
注
に
「
八
邑
三
十
二
井
」
と
あ
る
。

な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
疏
に
「
服
虔
云
六
十
邑
」
と
あ
る
。
ち

な
み
に
、
二
十
八
年
の
偲
文
「
典
晏
子
邸
殿
其
鄭
六
十
」
の
注
に

は
「
以
邸
殿
邊
鄭
六
十
邑
典
晏
嬰
」
と
あ
る
。
ま
た
、
昭
公
五
年

の
偲
文
に
「
竪
牛
取
東
鄭
三
十
邑
以
典
南
逍
」
と
あ
る
。

圃
趙
武
不
書
尊
公
也

R
武
が
公
侯
と
會
し
た
こ
と
を
罪
責
し
た
の
で
あ
る
。

闘
信
公
二
十
九
年
の
偲
文
に
「
卿
不
書
罪
之
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、

八
年
の
偲
文
「
大
夫
不
書
尊
晉
侯
也
」
の
注
に
「
晉
悼
復
文
襄

之
業
制
朝
聘
之
節
倹
而
有
證
徳
義
可
尊
故
退
諸
侯
大
夫

以
崇
之
」
と
あ
る
。

圃
向
戌
不
書
後
也

＠
會
の
期
日
に
遅
れ
た
の
で
あ
る
。

以
討
衛

ど
し
た
。
偲
は
、
子
産
の
善
を
ほ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

彊
戚

圃
鄭
先
宋
不
失
所
也

R
期
日
ど
お
り
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。

間
疏
に
引
く
『
繹
例
』
に
「
壇
淵
之
會
趙
武
向
戌
良
需
以
大
夫
而

會
魯
侯
違
在
證
之
制
其
罪
一
也
戌
加
後
會
之
尤
需
有
不

失
所
之
進
文
不
得
並
言
卿
不
書
罪
之
故
特
言
尊
公
明
公
尊

非
三
人
之
所
敵
三
人
之
罪
既
正
而
二
人
獨
以
他
義
別
叙
也
」

と
あ
る
。

圃
於
是
衛
侯
會
之

R
晉
が
執
え
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
、
會
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
か

ら
、
（
経
に
）
書
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

圃
晉
人
執
宵
喜
北
宮
遣
使
女
齊
以
先
蹄

＠
彼
ら
が
君
を
試
し
孫
氏
を
伐
っ
た
こ
と
を
と
が
め
た
の
で
あ
る
。

「
遣
」
は
、
北
宮
括
の
子
で
あ
る
。
「
女
齊
」
は
‘
司
馬
侯
で
あ

る
。
晉
に
蹄
っ
た
後
で
諸
侯
に
赴
告
し
た
か
ら
、
経
で
は
秋
の
と

こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
注
の
「
討
其
試
君
伐
孫
氏
也
」
に
つ
い
て
は
、
上
の
傭
文
に
「
ニ

月
庚
寅
爾
喜
右
宰
穀
伐
孫
氏
不
克
（
中
略
）
甫
子
復
攻
孫
氏

克
之
辛
卯
殺
子
叔
及
大
子
角
」
と
あ
る
。

注
の
「
逍
北
宮
括
之
子
」
に
つ
い
て
は
、
成
公
十
七
年
に
「
春

衛
北
宮
括
帥
師
侵
鄭
」
と
あ
る
。

注
の
「
女
齊
司
馬
侯
」
に
つ
い
て
は
、
二
十
九
年
の
偲
文
に
「
齊

高
子
容
典
宋
司
徒
見
知
伯
女
齊
相
證
賓
出
司
馬
侯
言
於
知
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＠
は
、
『
詩
』
の
大
雅
で
あ
る
。
そ
の
中
の
”
よ
ろ
こ
び

た
の
し
む
君
子
は
、
光
り
か
が
や
く
令
徳
が
、
民
に
も
人
に
も
這

切
で
、
天
か
ら
幅
緑
を
受
け
る
”
と
い
う
一
節
に
（
意
義
を
）
取

っ
た
の
で
あ
る
。

詞
文
公
三
年
の
偲
文
「
公
賦
嘉
柴
」
の
注
に
「
嘉
梨
詩
大
雅
義

取
其
顕
顕
令
徳
宜
民
宜
人
受
緑
干
天
」
と
あ
る
。
な
お
、
そ

の
間
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
『
詩
』
で
は
に
作
り
、

そ
の
毛
偲
に
「
椴
嘉
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
疏
に
「
服
虔
云
晉
i

圃
國
景
子
相
齊
侯

R
「
景
子
」
は
、
國
弱
で
あ
る
。

と
あ
る
。

伯
曰
一
子
皆
将
不
免
」
と
あ
る
。
な
お
、

公
典
司
馬
侯
升
豪
而
望
曰
柴
夫
」
の
掌

夫
汝
叔
齊
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
蹄
晉
而
後
告
諸
侯
云
云
」
に
つ
い

宋
公
殺
其
世
子
座
」
と
あ
り
、
つ
い
で

る。

圃
衛
侯
如
晉
晉
人
執
而
囚
之
於
士
弱
氏

＠
「
士
弱
」
は
、
晉
の
獄
を
つ
か
さ
ど
る

圃
秋
七
月
齊
侯
鄭
伯
箆
衛
侯
故
如
晉

＠
い
っ
し
ょ
に
許
し
を
詰
お
う
と
し
た
の

「秋
と
あ

香
物
之
微
者
喩
四

天
所
以
潤
萬
物
喩
王
者
恩

と
あ
る
の
を
参
照
。

闘
昭
公
元
年
の
偲
文

嗣
弱
也
」
と
あ
る
。

曰

吾
代
二
子
慾
芙
」
の
注
に
「
國

の

小

雅

で

あ

る

。

つ

く

よ

う

に

、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

こ
と
を
喩
え
た
の
で
あ
る
。

澤
及
四
海
也
」
と
あ
る

と
あ

寡
君
敢
拝
齊
君
之
安
我
先
君
之
宗
誂

賦
謡
衣

◎
「
細
衣
」
は
、
『
詩
』
の
鄭
風
で
あ
る
。
（
そ
の
中
の
）
”
あ
な
た

が
館
に
出
勤
し
て
、
も
ど
れ
ば
、
私
は
あ
な
た
に
食
事
を
差
し
上

げ
る
”
と
い
う
一
節
に
意
義
を
取
っ
た
の
で
あ
り
、
晉
に
そ
む
く

こ
と
な
ど
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

詞
毛
偲
に
「
適
之
館
舎
菜
餐
也
」
と
あ
り
、
鄭
箋
に
「
自

館
還
在
采
地
之
都
我
則
設
餐
以
授
之
愛
之
欲
飲
食
之
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圃
叔
向
命
晉
侯
拝
二
君
曰

也
敢
拝
鄭
君
之
不
煎
也
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＠
蓼
蒲
•
細
衣
の
二
詩
は
、
趣
意
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
で
な
い
か
ら
、

二
君
に
拝
謝
す
る
の
に
、
言
僻
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圃
國
子
使
晏
平
仲
私
於
叔
向

R
内
々
に
叔
向
と
話
を
し
た
の
で
あ
る
。

罰
成
公
八
年
の
偲
文
「
私
焉
」
の
注
に
「
私
典
之
言
」
と
あ
る
。

圃
曰
晉
君
宣
其
明
徳
於
諸
侯
値
其
患
而
補
其
開
正
其
違
而
治

其
煩
所
以
廊
盟
主
也
今
為
臣
執
君
若
之
何

⑭
晉
が
林
父
の
た
め
に
衛
侯
を
と
ら
え
た
こ
と
を
い
う
。

圃
叔
向
告
趙
文
子
文
子
以
告
晉
侯
晉
侯
言
衛
侯
之
罪
使
叔
向

告
二
君

＠
別
箇
に
、
晉
の
守
備
兵
三
百
人
を
殺
し
た
こ
と
を
罪
と
す
る
の
で

あ
っ
て
、
林
父
の
た
め
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
上
の
偲
文
に
「
衛
人
侵
戚
東
鄭
孫
氏
懇
子
晉
晉
戌
茅
氏
殖

綽
伐
茅
氏
殺
晉
戌
三
百
人
」
と
あ
る
。

圃
國
子
賦
轡
之
柔
芙

＠
逸
詩
で
、
『
周
書
』
に
み
え
る
。
柔
ら
か
な
轡
が
剛
い
馬
を
御
す

る
よ
う
に
、
政
を
ゆ
る
や
か
に
し
て
諸
侯
を
安
ん
ず
る
、
と
い
う

貼
に
意
義
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
『
逸
周
書
』
太
子
晉
解
に
「
詩
云

亦
不
剛
轡
亦
不
柔
志
氣
熙
熙

照。

圃
子
展
賦
将
仲
子
合

馬
之
剛
芙
轡
之
柔
芙
馬

取
予
不
疑
」
と
あ
る
の
を
参

R
「
貯
仲
子
」
は
、
の
鄭
風
で
あ
る
。
人
の
う
わ
さ
は
お
そ

ろ
し
い
、
と
い
う
貼
に
意
義
を
取
っ
た
の
で
あ
り
、
衛
侯
に
は
別

箇
に
罪
が
あ
る
と
し
て
も
、
衆
人
は
、
晉
は
臣
の
た
め
に
君
を
執

え
た
と
う
わ
さ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
鄭
風
〈
貯
仲
子
〉
の
第
三
章
に
「
登
敢
愛
之
畏
人
之
多

言
仲
可
懐
也
人
之
多
言
亦
可
畏
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
諸
本
に
従
っ
て
、
注
の
「
衛
侯
」
の
上
に
「
言
」
の
字
を

補
う
。

圃
晉
侯
乃
許
師
衛
侯
叔
向
曰
鄭
七
穆
竿
氏
其
後
亡
者
也
子

展
倹
而
壼

＠
「
子
展
」
は
、
鄭
の
子
竿
の
子
で
あ
る
。
（
「
倹
而
登
」
と
は
）
行

動
は
控
え
目
だ
が
、
心
は
一
途
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鄭
の
穆
公
の
十
一
子
の
う
ち
、
子
然
と
二
子
孔
〔
子
孔
•
士
子
孔
〕

の
三
族
は
す
で
に
亡
び
、
子
羽
は
卿
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
た
だ

「
七
穆
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

閲
十
九
年
の
偲
文
に
「
甲
辰
子
展
子
西
率
國
人
伐
之
殺
子
孔
（
中

略
）
偕
之
四
年
子
然
卒
簡
之
元
年
士
子
孔
卒
」
と
あ
る
。

ま
た
、
二
十
七
年
の
偲
文
に
「
鄭
伯
享
趙
孟
干
垂
隈
子
展
伯
有

子
西
子
産
子
大
叔
二
子
石
従
趙
孟
日
七
子
従
君
以
寵
武

也
」
と
あ
る
。
な
お
、
疏
に
引
く
『
世
族
譜
』
に
「
子
羽
穆
公

子
其
後
為
羽
氏
即
羽
師
頷
是
其
孫
此
非
行
人
子
羽
公
孫
揮

也
」
と
あ
る
。

(123) 



圃
初
宋
丙
司
徒
生
女
子

@
「
菌
司
徒
」
は
、
宋
の
大
夫
で
あ
る
。

圃
赤
而
毛
棄
諸
堤
下
共
姫
之
妾
取
以
入

R
「
共
姫
」
は
、
宋
の
伯
姫
で
あ
る
。

闘
成
公
九
年
に
「
二
月
伯
姫
蹄
干
宋
」
と
あ
る
。

圃
名
之
曰
棄
長
而
美
平
公
入
夕

R
「
平
公
」
は
、
共
姫
の
子
で
あ
る
。

圃
共
姫
典
之
食
公
見
棄
也
而
視
之
尤

＠
「
尤
」
は
、
甚
で
あ
る
。

圃
姫
納
諸
御
嬰
生
佐

R
「
佐
」
は
、
元
公
で
あ
る
。

罰
『
史
記
』
宋
世
家
に
「
四
十
四
年
平
公
卒

あ
る
の
を
参
照
。

圃
悪
而
婉

R
佐
は
、
顔
は
わ
る
い
が
、
心
は
す
な
お
だ
っ
た
。

圃
大
子
痙
美
而
恨

R
顔
は
よ
い
が
、
心
は
ね
じ
け
て
い
た
。

圃
合
左
師
畏
而
悪
之

R
「
合
左
師
」
は
、
向
戌
で
あ
る
。

闘
成
公
十
五
年
の
偲
文
に
「
華
元
使
向
戌
為
左
師
」
と
あ
る
。
ま
た
、

十
七
年
の
博
文
「
賊
六
人
以
跛
殺
諸
厭
門
合
左
師
之
後
」
の
注
に

子
元
公
佐
立
」
と

「
合
向
戌
邑
」
と
あ
る
。

圃
寺
人
恵
騰
伊
戻
為
大
子
内
師
而
無
寵

R
「
恵
騰
」
は
、
氏
で
あ
り
、
「
伊
戻
」
は
、
名
で
あ
る
。

罰
疏
に
「
服
虔
云
恵
伊
皆
殺
整
賓
為
謄
戻
」
と
あ
る
。

圃
秋
楚
客
聘
於
晉
過
宋

R
上
に
す
で
に
「
秋
」
が
あ
る
の
に
、
ま
た
（
「
秋
」
と
）
偲
を
殺

し
て
い
る
の
は
、
中
間
に
「
初
」
が
あ
る
た
め
、
「
秋
」
と
言
わ

な
け
れ
ば
、
楚
の
客
が
通
過
し
た
の
は
往
年
の
こ
と
で
あ
る
、
か

に
ま
ぎ
ら
わ
し
い
、
か
ら
で
あ
る
。

罰
上
の
偲
文
に
「
秋
七
月
齊
侯
鄭
伯
為
衛
侯
故
如
晉
」
と
あ
り
、
ま

た
、
「
初
宋
菌
司
徒
生
女
子
」
と
あ
る
。

圃
大
子
知
之
請
野
享
之
公
使
往
伊
戻
請
従
之
公
曰
夫
不

悪
女
乎

R
「
夫
」
と
は
、
大
子
を
い
う
。

罰
二
十
三
年
の
偲
文
「
夫
石
猶
生
我
」
の
疏
に
「
二
十
六
年
偲
夫

不
悪
女
乎
服
杜
並
云
夫
謂
大
子
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
劉
曰
小
人
之
事
君
子
也
悪
之
不
敢
遠
好
之
不
敢
近
敬
以

待
命
敢
有
戴
心
乎
縦
有
共
其
外
莫
共
其
内

R
伊
戻
は
大
子
の
内
師
で
あ
る
か
ら
、
（
彼
が
）
随
行
し
な
け
れ
ば
、

そ
ば
づ
と
め
が
鋏
如
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

圃

臣

請

往

也

遣

之

至

則

欲

用

牲

加

書

徴

之

R
盟
っ
た
場
所
を
で
っ
ち
上
げ
て
、
大
子
が
叛
い
た
證
掠
に
し
た
の
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で
あ
る
。

圃
而
聘
告
公

R
「
聘
」
は
、
馳
で
あ
る
。

闘
定
公
八
年
の
傭
文
「
林
楚
怒
馬
及
価
而
聘
」
の
注
に
、
同
文
が

み
え
る
。
な
お
、
『
説
文
』
に
「
聘
直
馳
也
」
と
あ
る
の
を
参

照。
圃
曰
大
子
貯
為
胤
既
典
楚
客
盟
芙
公
曰
廊
我
子
又
何
求

射

曰

欲

速

＠
（
一
刻
も
）
は
や
く
公
の
位
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

圃
公
使
視
之
則
信
有
焉

＠
盟
っ
た
證
握
が
あ
っ
た
。

闊
問
諸
夫
人
典
左
師

R
「
夫
人
」
と
は
、
佐
の
母
の
棄
で
あ
る
。

圃
則
皆
曰
固
聞
之
公
囚
大
子
大
子
曰
唯
佐
也
能
免
我

⑮
佐
は
心
が
や
さ
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

闘
上
の
傭
文
に
「
悪
而
婉
」
と
あ
り
、
注
に
「
佐
貌
悪
而
心
順
」
と

あ
る
。

圃
召
而
使
請
曰
日
中
不
来
吾
知
死
芙
左
師
聞
之
話
而
典

之
語

R
「
話
」
は
、
誰
〔
か
ま
び
す
し
い
〕
で
あ
る
。
佐
を
時
間
に
遅
れ

さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

卿
『
説
文
』
に
「
話
罐
語
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
過
期
乃
縦
而
死
佐
為
大
子
公
徐
聞
其
無
罪
也

左
師
見
夫
人
之
歩
馬
者

R
「
歩
馬
」
は
、
馬
を
な
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

圃
問
之
射
曰
君
夫
人
氏
也
左
師
曰
誰
為
君
夫
人
余
胡
弗

知
圏
人
蹄
以
告
夫
人
夫
人
使
饒
之
錦
典
馬
先
之
以
玉

R
玉
を
錦
・
馬
の
先
に
お
く
っ
た
の
で
あ
る
。

閲
十
九
年
の
傭
文
「
賄
荀
個
束
錦
加
璧
乗
馬
先
呉
壽
夢
之
鼎
」
の

注
に
「
古
之
猷
物
必
有
以
先
今
以
璧
馬
為
鼎
之
先
」
と
あ
る
。

な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。

暉
曰
君
之
妾
棄
使
某
猷
左
師
改
命
曰
君
夫
人
而
後
再
拝
稽
首

受
之

R
左
師
が
使
者
に
口
上
を
改
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
傭
は
、
宋
公
が

お
ろ
か
で
、
左
師
が
へ
つ
ら
っ
た
か
ら
、
大
子
が
罪
な
く
し
て
死

ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

乃
享
伊
戻

圃
鄭
伯
蹄
自
晉

R
衛
侯
（
の
た
め
に
許
し
）
を
請
う
て
蹄
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
上
の
傭
文
に
「
秋
七
月
齊
侯
鄭
伯
廊
衛
侯
故
如
晉
」
と
あ
り
、
注

に
「
欲
共
請
之
」
と
あ
る
。

圃
使
子
西
如
晉
聘
僻
曰
寡
君
来
煩
執
事
憬
不
免
於
戻

R
こ
ち
ら
と
し
て
は
、
大
國
に
封
し
て
證
を
訣
い
て
罪
を
得
る
こ
と
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を
憚
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
使
夏
謝
不
敏

＠
「
夏
」
は
、
子
西
の
名
で
あ
る
。

圃
君
子
曰
善
事
大
國

@
”
人
に
も
の
を
頼
も
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
（
こ
ち
ら
か
ら
）

先
に
へ
り
下
る
”
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
鄭
が
よ
く
國
の
安
泰
を

保
っ
た
わ
け
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

罰
昭
公
二
十
五
年
の
偲
文
に
「
貯
求
於

K

也
」
と
あ
る
。

則
先
下
之

鐙
之
善
物

聟
子
将
如
晉

圃
初
楚
伍
参
典
察
大
師
子
朝
友
其
子
伍
畢
典
聟
子
相
善
也

＠
「
聟
子
」
は
、
「
子
朝
」
の
子
で
あ
る
。
「
伍
畢
」
は
、
子
脅
〔
伍

員
〕
の
祖
父
の
椒
奉
で
あ
る
。

闘
昭
公
十
九
年
の
偲
文
「
使
伍
奢
鈴
之
師
」
の
注
に
「
伍
奢
伍
畢

之
子
伍
員
之
父
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
國
語
』
楚
語
上
「
霰
王

露
章
華
之
豪
典
伍
畢
升
焉
」
の
拿
注
に
「
伍
畢
椒
學
也
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圃
伍
畢
要
於
王
子
牟
王
子
牟
第
申
公
而
亡

＠
罪
を
え
て
出
奔
し
た
。

闘
下
の
偲
文
に
「
子
牟
得
戻
而
亡
」
と
あ
る
。
な
お
、

語
上
に
「
子
牟
得
罪
而
亡
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
楚
人
曰
伍
畢
賓
送
之
伍
畢
奔
鄭
将
遂
奔
晉

遇
之
於
鄭
郊
班
荊
相
典
食
而
言
復
故

＠
「
班
」
は
、
布
で
あ
る
。
荊
を
布
い
て
地
べ
た
に
す
わ
り
、
楚
に

蹄
る
事
を
相
談
し
た
の
で
あ
る
。
”
朋
友
は
代
々
仲
が
よ
い
”
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

闘
注
の
「
班
布
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
周
證
』
宮
伯
「
以
時
頒
其

衣
衷
」
の
注
に
「
頒
讀
為
班
班
布
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

注
の
「
共
議
蹄
楚
事
」
に
つ
い
て
は
、
下
の
偲
文
「
問
晉
故
焉
」

の
注
に
「
故
事
」
と
あ
る
。

注
の
「
朋
友
世
親
」
に
つ
い
て
は
、
『
潜
夫
論
』
交
際
に
「
語
曰

人
惟
晉
器
惟
新
昆
弟
世
疎
朋
友
世
親
此
交
際
之
理

人
之
情
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

な
お
、
戚
琳
『
経
義
雑
記
』
に
「
案
下
文
聟
子
曰
子
牟
得
戻

而
亡
君
大
夫
謂
椒
畢
女
寅
遣
之
又
國
語
楚
語
上
子
牟
有

罪
而
亡
康
王
以
漱
畢
為
遣
之
又
子
牟
得
罪
而
亡
執
政
弗
是

謂
漱
學
曰
女
賓
遣
之
則
伍
畢
賓
送
之
送
乃
遣
字
之
謡

楚
之
君
臣
以
子
牟
出
奔
為
伍
畢
遣
之
行
将
罪
及
於
起
謀
者
故

伍
畢
亦
憬
禍
出
奔
若
但
送
子
牟
之
行
則
伍
畢
罪
軽
嘗
不
至

於
出
奔
也
」
と
あ
る
。

圃
聟
子
曰
子
行
也
吾
必
復
子
及
宋
向
戌
将
平
晉
楚

⑭
和
平
は
、
明
年
に
あ
る
。

閲
二
十
七
年
に
「
夏
叔
孫
豹
會
晉
趙
武
楚
屈
建
察
公
孫
蹄
生
衛
石
悪

陳
孔
奥
鄭
良
雷
許
人
曹
人
干
宋
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
秋
七
月
辛
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巳
豹
及
諸
侯
之
大
夫
盟
干
宋
」
と
あ
る
。

圃
薔
子
通
使
於
晉

⑭
國
の
た
め
に
和
平
の
事
を
通
達
し
た
の
で
あ
る
。

圃
還
如
楚
令
手
子
木
典
之
語
問
晉
故
焉

＠
「
故
」
は
、
事
で
あ
る
。

闘
昭
公
二
十
五
年
の
傭
文
「
昭
伯
問
家
故
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え

る
。
な
お
、
昭
公
三
十
一
年
の
公
羊
偲
文
「
習
乎
郷
婁
之
故
」
の

何
注
に
「
故
事
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
且
曰
晉
大
夫
典
楚
執
賢
射
曰
晉
卿
不
如
楚
其
大
夫
則
賢

皆
卿
材
也
如
杞
梓
皮
革
自
楚
往
也

◎
「
杞
」
・
「
梓
」
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
木
の
名
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
鄭
風
〈
将
仲
子
〉
「
無
折
我
樹
杞
」
の
毛
偲
に
「
杞
木

名
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
楚
語
上
「
若
杞
梓

皮
革
焉
」
の
象
注
に
「
杞
梓
良
材
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
雖
楚
有
材
晉
官
用
之

R
楚
か
ら
亡
命
し
た
臣
が
晉
に
た
く
さ
ん
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
圃
子
木
曰
夫
獨
無
族
姻
乎

＠
「
夫
」
と
は
、
晉
を
い
う
。

圃
劉
曰
雖
有
而
用
楚
材
宵
多
蹄
生
聞
之

＠
「
蹄
生
」
は
、
聟
子
の
名
で
あ
る
。

圃
善
為
國
者
賞
不
僭
而
刑
不
濫

則
憬
及
淫
人

刑
濫

則
櫂
及
善
人
若
不
幸
而
過

利
淫
無
善
人
則
國
従
之

R
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
亡
び
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
詩
曰
人
之
云
亡
邦
園
珍
痒
無
善
人
之
謂
也

⑭
「
詩
」
は
、
大
雅
（
贈
印
）
で
あ
る
。
「
珍
」
は
、
虚
で
あ
り
、

「
痒
」
は
、
病
で
あ
る
。

闘
毛
偲
に
「
珍
霊
痒
病
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
文

公
六
年
の
偲
文
に
同
じ
詩
句
が
み
え
、
そ
の
注
に
は
「
言
善
人
亡

則
國
痒
病
」
と
あ
る
。

圃
故
夏
書
曰
典
其
殺
不
慕
寧
失
不
経
憬
失
善
也

R
逸
書
で
あ
る
。
「
不
鰹
」
と
は
、
常
法
を
用
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

闘
注
の
「
送
書
也
」
に
つ
い
て
は
、
旺
公
八
年
の
偲
文
「
夏
書
曰

皐
陶
邁
種
徳
」
の
注
に
「
夏
書
逸
書
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
そ

の
闘
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
の
句
は
、
偽
古
文
の
〈
大
萬
誤
〉

に
拾
わ
れ
て
い
る
。

注
の
「
不
継
不
用
常
法
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に
「
経
常
也

言
若
用
刑
錯
失
等
典
其
殺
不
罪
之
人
寧
失
於
不
常
之
罪
謂

賓
有
罪
而
失
於
妄
兒
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
低
孔
偲
に
「
鰹
常

（
中
略
）
寧
失
不
常
之
罪
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
漢
書
』

路
温
舒
偲
「
書
曰
典
其
殺
不
寧
寧
失
不
経
」
の
顔
注
に
「
罷

常
也
（
中
略
）
寧
失
不
常
之
過
不
濫
無
罪
之
人
」
と
あ
る
の

寧
僭

無
濫

典
其
失
善
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を
参
照
。
ま
た
、
察
沈
『
書
鰹
集
偲
』
に
「
殺
之
則
恐
陥
於
非
寧

不
殺
之
恐
失
於
轄
縦
二
者
皆
非
聖
人
至
公
至
平
之
意
而

殺
不
睾
者
尤
聖
人
之
所
不
忍
也
故
典
其
殺
之
而
害
彼
之
生

寧
姑
全
之
而
自
受
失
刑
之
責
（
中
略
）
或
有
所
疑
則
常
屈
法

以
申
恩
（
中
略
）
得
行
於
常
法
之
外
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、

『
會
箋
』
に
「
不
鰹
言
刑
失
其
常
也
國
有
常
刑
有
罪
而
不

刑
此
刑
壊
也
寧
失
之
於
不
罷
極
言
殺
不
奉
之
櫂
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、
楊
伯
峻
『
春
秋
左
偲
注
』

に
「
不
経
即
不
守
正
法
之
人
」
と
あ
る
。

圃
商
頌
有
之
曰
不
僭
不
濫
不
敢
怠
皇
命
干
下
國
封
建
厭
幅

R
詩
は
、
商
頌
（
殷
武
）
で
あ
る
。
殷
の
湯
は
、
賞
を
た
が
え
ず
、

刑
を
み
だ
さ
ず
、
な
ま
け
て
安
閑
と
し
て
い
る
こ
と
が
な
か
っ
た

か
ら
、
下
國
〔
諸
侯
〕
の
任
命
で
天
子
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

閲
毛
傭
に
「
不
僭
不
濫
賞
不
僭
刑
不
濫
也
」
と
あ
り
、
鄭
箋
に
「
追

暇
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
な
お
、
上
の
偲
文
に
「
賞
不
僭
而

刑
不
濫
」
と
あ
る
。
ま
た
、
哀
公
五
年
の
偲
文
「
商
頌
曰
不
僭

不
濫
不
敢
怠
皇
命
以
多
幅
」
の
注
に
「
僭
差
也
濫
溢

也
皇
暇
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
注
の
「
則
」
は
、
校
勘
記
に
従
っ
て
、
「
故
」
に
改
め
る
。

圃
此
湯
所
以
獲
天
幅
也
古
之
治
民
者
勧
賞
而
畏
刑

R
賞
を
行
な
う
こ
と
を
柴
し
み
、
刑
を
用
い
る
こ
と
を
憚
っ
た
の
で

あ
る
。

圃
『
呂
氏
春
秋
』
離
俗
覧
〈
廊
欲
〉
「
誠
無
欲
則
是
三
者
不
足
以
勧
」

の
高
注
に
「
勧
業
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
値
民
不
倦
賞
以
春
夏
刑
以
秋
冬

＠
天
の
時
に
順
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
『
後
漢
書
』
陳
器
偲
に
「
除
順
時
之
法
」
と
あ
り
、
注
に
「
葬
又

作
不
順
時
之
令
春
夏
斬
人
此
為
不
順
時
之
法
」
と
あ
る
の
を

参
照
。

圃
是
以
将
賞
為
之
加
膳
加
膳
則
妖
賜

＠
「
妖
」
は
、
饗
〔
あ
く
〕
で
あ
る
。
酒
食
を
下
に
ま
で
賜
わ
り
、

皆
が
渦
腹
す
る
の
が
、
所
謂
「
加
膳
」
で
あ
る
。

閲
〈
春
秋
序
〉
に
「
磨
而
妖
之
使
自
趨
之
」
と
あ
る
。

圃
此
以
知
其
勧
賞
也
将
刑
為
之
不
畢
不
畢
則
徹
柴

R
豪
華
な
食
事
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

閲
旺
公
二
十
年
の
偲
文
「
君
為
之
不
畢
」
の
注
に
「
去
盛
観
」
と
あ

る
。
な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。

圃
此
以
知
其
畏
刑
也
夙
興
夜
涯
朝
夕
臨
政
此
以
知
其
値
民
也

三
者
證
之
大
節
也
有
證
無
敗
今
楚
多
淫
刑
其
大
夫
逃

死
於
四
方
而
為
之
謀
主
以
害
楚
國
不
可
救
療
所
謂
不
能

也
R
「
療
」
は
、
治
で
あ
る
。
所
謂
”
楚
人
は
人
材
を
用
い
る
こ
と
が

で
き
な
い
”
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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治
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
『
方
言
』
第
十
に
「
療

圃
子
儀
之
胤
析
公
奔
晉

＠
文
公
十
四
年
に
あ
る
。

闘
文
公
十
四
年
の
偲
文
に
「
楚
旺
王
立
子
孔
播
崇
将
襲
翠
舒

公
子
隻
典
子
儀
守
而
伐
舒
蓼
二
子
作
乱
」
と
あ
る
。

圃
晉
人
質
諸
戎
車
之
殿
以
為
謀
主

＠
「
殿
」
は
、
後
軍
〔
し
ん
が
り
〕
で
あ
る
。

開
十
四
年
の
偲
文
「
子
蒻
殿
」
の
注
に
「
殿
軍
後
」
と
あ
る
。
な

お
、
そ
の
闘
を
参
照
。

圃
饒
角
之
役
晉
将
遁
芙
析
公
曰
楚
師
轄
宛
易
震
蕩
也
若

多
鼓
鉤
整
以
夜
軍
之

＠
整
を
そ
ろ
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

閲
『
孟
子
』
告
子
上
「
鉤
是
人
也
」
の
趙
注
に
「
鉤
同
也
」
と
あ

る
の
を
参
照
。

圃
楚
師
必
遁
晉
人
従
之
楚
師
宵
潰
晉
遂
侵
察
襲
沈
獲
其

君
敗
申
息
之
師
於
桑
隧
獲
申
麗
而
還

R
成
公
六
年
に
、
晉
の
槃
書
が
鄭
を
救
援
し
て
、
楚
の
師
と
饒
角
で

遭
遇
し
、
楚
の
師
が
ひ
き
あ
げ
る
と
、
晉
は
沈
を
侵
し
て
沈
子
を

捕
え
た
。
八
年
に
、
ま
た
楚
を
侵
し
て
申
•
息
を
敗
り
、
申
麗
を

捕
え
た
。

闘
成
公
六
年
の
傭
文
に
「
晉
槃
書
救
鄭
典
楚
師
遇
於
続
角

還
晉
師
遂
侵
察
」
と
あ
り
、
ま
た
、
同
八
年
の
偲
文
に

楚
師 使

書
侵
察
（
注
六
年
未
得
志
故
）
遂
侵
楚
獲
申
聰
楚
師
之
還

也
（
注
謂
六
年
遇
於
続
角
時
）
晉
侵
沈
獲
沈
子
揖
」
と
あ
る
。

圃
鄭
於
是
不
敢
南
面
楚
失
華
夏
則
析
公
之
為
也
薙
子
之
父
兄

證
薙
子
君
典
大
夫
不
善
是
也

⑮
曲
直
を
正
さ
な
か
っ
た
。

闘
『
國
語
』
楚
語
上
「
昔
令
手
子
元
之
難
或
諧
王
孫
啓
於
成
王

王
弗
是
」
の
掌
注
に
「
是
理
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
ち
な
み

に
、
同
楚
語
上
に
「
昔
薙
子
之
父
兄
譜
薙
子
於
恭
王
王
弗
是
」

と
あ
る
。

圃
薙
子
奔
晉
晉
人
典
之
部

R
「
部
」
は
、
晉
の
邑
で
あ
る
。

圃
以
為
謀
主
影
城
之
役
晉
楚
遇
於
靡
角
之
谷

R
成
公
十
八
年
に
あ
る
。

閲
成
公
十
八
年
の
傭
文
に
「
冬
十
一
月
楚
子
重
救
影
城
伐
宋
宋

華
元
如
晉
告
急
（
中
略
）
晉
侯
師
干
台
谷
以
救
宋
遇
楚
師
干
靡

角
之
谷
」
と
あ
る
。

圃
晉
将
遁
芙
薙
子
被
命
於
軍
曰
蹄
老
幼
反
孤
疾
二
人
役

蹄
一
人
簡
兵
蒐
乗

＠
「
簡
」
は
、
摺
〔
え
ら
ぶ
〕
で
あ
る
。
「
蒐
」
は
、
閲
〔
貼
検
す

る
〕
で
あ
る
。

圃
注
の
「
簡
摺
」
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
祁
風
〈
簡
号
〉
「
簡
合
簡

合
方
将
萬
舞
」
の
鄭
箋
に
「
簡
揮
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
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注
の
「
蒐
閲
」
に
つ
い
て
は
、
成
公
十
六
年
の
偲
文
「
蒐
乗
補

卒
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。

圃
株
馬
醇
食
師
陳
焚
次

R
「
次
」
は
、
舎
で
あ
る
。
舎
を
焚
く
の
は
、
必
死
の
覺
悟
を
示
す

た
め
で
あ
る
。

闘
十
四
年
の
傭
文
「
荀
偲
令
曰
維
嗚
而
駕
塞
井
夷
砲
」
の
注
に

「
示
不
反
」
と
あ
る
。

圃
明
日
将
戦
行
蹄
者
而
逸
楚
囚

R
（
わ
ざ
と
）
楚
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

圃
楚
師
宵
潰
晉
降
影
城
而
蹄
諸
宋
以
魚
石
闘

R
元
年
に
あ
る
。

闘
元
年
の
博
文
に
「
影
城
降
晉
晉
人
以
宋
五
大
夫
在
影
城
者
蹄
」

と
あ
る
。
な
お
、
成
公
十
八
年
の
偲
文
に
「
楚
子
辛
鄭
皇
辰
侵
城

都
取
幽
丘
同
伐
影
城
納
宋
魚
石
向
為
人
鱗
朱
向
帯
魚
府

焉
」
と
あ
る
。

圏
楚
失
東
夷
子
辛
死
之
則
薙
子
之
箆
也

＠
楚
の
東
の
小
國
及
び
陳
が
、
楚
が
影
城
を
救
え
な
か
っ
た
の
を
見

て
、
い
づ
れ
も
み
な
、
叛
い
た
。
五
年
に
、
楚
人
が
、
陳
が
叛
い

た
わ
け
を
取
り
調
べ
て
、
令
手
の
子
辛
を
殺
し
た
。

闘
五
年
の
偲
文
に
「
楚
人
討
陳
叛
故
曰
由
令
手
子
辛
質
侵
欲
焉

乃
殺
之
」
と
あ
る
。

圃
子
反
典
子
霊
争
夏
姫

R
「
子
霰
」
は
、
巫
臣
で
あ
る
。

闘
『
國
語
』
楚
語
上
「
旺
王
既
以
夏
氏
之
室
賜
申
公
巫
臣
」
の
掌
注

に
「
巫
臣
楚
申
公
屈
巫
子
霊
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

暉
而
薙
害
其
事

R
子
反
の
方
も
、
巫
臣
を
妨
害
し
て
、
夏
姫
を
要
ら
せ
ま
い
と
し
た
。

罰
成
公
二
年
の
偲
文
に
「
楚
之
討
陳
夏
氏
也
旺
王
欲
納
夏
姫
申

公
巫
臣
曰
不
可
（
中
略
）
王
乃
止
子
反
欲
取
之
巫
臣
曰

是
不
詳
人
也
（
中
略
）
子
反
乃
止
王
以
予
連
手
襄
老
襄
老
死

於
狐
不
獲
其
戸
其
子
黒
要
蒸
焉
巫
臣
使
道
焉
曰
蹄

吾
聘
女
（
中
略
）
巫
臣
聘
諸
鄭
鄭
伯
許
之
（
中
略
）
及
鄭
使

介
反
幣
而
以
夏
姫
行
将
奔
齊
（
中
略
）
遂
奔
晉
而
因
郁
至

以
臣
於
晉
晉
人
使
為
邪
大
夫
子
反
請
以
重
幣
錮
之
王
曰

止
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
會
箋
』
に
「
薙
害
其
事
不
見
前
偲

然
巫
臣
所
以
取
夏
姫
於
鄭
以
奔
必
有
子
反
墾
害
而
然
芙
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

圃
子
鐙
奔
晉
晉
人
典
之
邪

＠
「
邪
」
は
、
晉
の
邑
で
あ
る
。

圃
成
公
二
年
の
偲
文
「
晉
人
使
為
邪
大
夫
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え

る
。
な
お
、
そ
の
罰
を
参
照
。

圃
以
為
謀
主
抒
禦
北
秋
通
呉
於
晉

御
謳
侵
使
其
子
狐
庸
為
呉
行
人
焉

州
来

教
呉
叛
楚
教
之
乗
車
射

呉
於
是
伐
巣
取
駕
克
棘
入
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R
「
駕
」
・
「
棘
」
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
楚
の
邑
で
あ
る
。
誰
國
の

鄭
縣
の
東
北
部
に
棘
亭
が
あ
る
。

闘
成
公
十
七
年
の
偲
文
「
舒
庸
人
以
楚
師
之
敗
也
道
呉
人
園
巣

伐
駕
園
腟
陛
」
の
注
に
「
巣
駕
菌
魃
楚
四
邑
」
と
あ
る
。
ま

た
、
昭
公
四
年
の
偲
文
「
冬
呉
伐
楚
入
棘
棟
麻
」
の
注
に
「
棘

榛
麻
皆
楚
東
鄭
邑
誰
國
鄭
縣
東
北
有
棘
亭
」
と
あ
る
。

圃
楚
罷
於
奔
命
至
今
為
患
則
子
露
之
為
也

＠
事
は
、
成
公
七
年
に
み
え
る
。

闘
成
公
七
年
の
傭
文
に
「
巫
臣
自
晉
逍
二
子
書
曰
爾
以
證
懸
貪

琳
事
君
而
多
殺
不
慕
余
必
使
爾
罷
於
奔
命
以
死
巫
臣
請
使

於
呉
晉
侯
許
之
呉
子
壽
夢
説
之
乃
通
呉
干
晉
以
雨
之
一

卒
適
呉
舎
偏
雨
之
一
焉
典
其
射
御
教
呉
乗
車
教
之
戦
陳

教
之
叛
楚
餌
其
子
狐
庸
焉
使
為
行
人
於
呉
呉
始
伐
楚
伐

巣
伐
徐
子
重
奔
命
馬
陵
之
會
呉
入
州
来
子
重
自
鄭
奔
命

子
重
子
反
於
是
乎
一
歳
七
奔
命
横
夷
隠
於
楚
者
呉
霊
取

之
」
と
あ
る
。

圃
若
敷
之
乱
伯
貴
之
子
貴
皇
奔
晉
晉
人
典
之
苗

＠
「
若
敷
の
風
」
は
、
宣
公
四
年
に
あ
る
。
「
苗
」
は
、
晉
の
邑
で

あ
る
。

圃
宣
公
四
年
の
偲
文
に
「
秋
七
月
戊
戌
楚
子
典
若
敷
氏
戦
干
皐
滸
（
中

略
）
鼓
而
進
之
遂
滅
若
敷
氏
」
と
あ
る
。
な
お
、
同
十
七
年
の

偲
文
「
苗
貴
皇
使
見
晏
桓
子
」
の
注
に
楚
闘
椒
之
子

楚
滅
蘭
氏
而
奔
晉
食
邑
子
苗
地
」
と
あ
る
。

圃
以
為
謀
主
那
陵
之
役

R
成
公
十
六
年
に
あ
る
。

闘
成
公
十
六
年
に
「
甲
午
晦
晉
侯
及
楚
子
鄭
伯
戦
子
那
陵

師
敗
績
」
と
あ
る
。

圃
楚
晨
堅
晉
軍
而
陳
晉
将
遁
芙
苗
貴
皇
曰
楚
師
之
良
在
其
中

軍
王
族
而
已

R
楚
の
精
鏡
は
、
中
軍
に
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
若
塞
井
夷
砲
成
陳
以
常
之

R
井
戸
を
ふ
さ
ぎ
寵
を
こ
わ
し
て
、
陣
を
張
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
闘
成
公
十
六
年
の
偲
文
に
「
塞
井
夷
寵
陳
於
軍
中
」
と
あ
り
、
ま

た
、
「
将
塞
井
夷
寵
而
為
行
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
疏
に
「
成
十
六
年
偲
説
此
事
云
苑
匂
趨
進
曰
塞
井
夷

寵
陳
於
軍
中
則
此
謀
苑
匂
所
為
今
以
廊
苗
責
皇
之
計
者

鄭
衆
云
此
苑
匂
所
言
苗
貴
皇
亦
言
之
故
整
子
引
以
廊
喩
」

と
あ
る
。

暉
槃
痘
易
行
以
誘
之

R
こ
の
時
、
槃
書
が
中
軍
の
将
で
あ
り
‘
惹
礎
が
そ
の
佐
で
あ
っ
た
。

「
易
行
」
と
は
、
兵
備
を
簡
易
に
す
る
こ
と
を
い
う
。
楚
に
、
ひ

た
す
ら
自
分
逹
〔
槃
•
i氾
〕
を
狙
っ
て
、
二
穆
の
兵
〔
味
方
〕
を

顧
み
な
い
、
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

楚
子
鄭
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闘
注
の
前
半
に
つ
い
て
は
、

士
隻
佐
之
」
と
あ
る
。

注
の
後
半
に
つ
い
て
は
、

必
飲
之
」
と
あ
り
、
掌
叶

な
お
、
異
説
と
し
て
、
疏
に

買
以
行
為
道
也
槃
廊
貯
疸
為
佐

欲
使
槃
雙
氾
易
道
令
苑
先
誘
楚

易
行
中
軍
典
下
軍
易
卒
伍
也
」
と
あ
る
。

圃
中
行
二
郁
必
克
二
穆

＠
こ
の
時
、
郁
鋳
が
上
軍
の
貯
で
あ
り
、
中
行

郁
至
が
新
軍
の
佐
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
人
に
、

穆
の
兵
を
攻
撃
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
楚
の

卒
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
穆
王
に
出
自
す
る
か
ら
、
「
二
穆
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
成
公
十
六
年
の
偲
文
に
「
郁
鋳
貯
上
軍
荀
個
佐
ウ

軍
郁
至
佐
新
軍
荀
唇
居
守
」
と
あ
り
、
ま
た
、

撃
其
左
右
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
令
手
貯
左
（
注

子
辛
将
右
」
と
あ
る
。

圃
吾
乃
四

i

卒
於
其
王
族
必
大
敗
之

R
「
四
草
」
と
は
、
四
方
か
ら
集
中
攻
撃
す
る
、

る。
卿
成
公
十
六
年
の
偲
文
に
「
而
一
― 成

公
十
六
年
の
偲
文
に

韓
厭
貯
下

「
請
分
良
以

と
い
う
こ
と
で
あ

と
あ
り
、
注
に
「

i

卒

楚
師
大
敗

傷
で
あ
る
。

」
と
い
う
。

傷
也
」
に
つ
い
て
は
、
成
公
十
三
年
の
偲
文

の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。

注
の
「
呉
楚
之
間
謂
火
滅
総
燿
」
に
つ
い
て
は
、
昭
公
二
十
三

年
の
偲
文
「
楚
師
燿
」
の
注
に
、
同
文
が
み
え
る
。
な
お
、
定
公

十
年
の
偲
文
「
宵
燭
」
の
注
に
は
、
「
午
衆
宵
散
」
と
あ
る
。

圃
子
反
死
之
鄭
叛
呉
興
楚
失
諸
侯
則
苗
貴
皇
之
為
也
子
木

曰
是
皆
然
芙
聟
子
曰
今
又
有
甚
於
此
椒
畢
要
於
申
公
子

牟
子
牟
得
戻
而
亡
君
大
夫
謂
椒
畢
女
宵
遣
之
擢
而
奔
鄭

引

領

南

望

曰

庶

幾

赦

余

亦

弗

闘

也

＠
楚
は
や
は
り
氣
に
か
け
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

圃
今
在
晉
芙
晉
人
腔
典
之
縣
以
比
叔
向

R
畢
の
才
能
を
叔
向
に
な
ぞ
ら
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

罰
一
年
の
偲
文
に
「
夫
謀
而
鮮
過
恵
訓
不
倦
者
叔
向
有
焉

と
あ
る
。
な
お
、
異
説
と
し
て
、
安
井
衡
『
左
偲
輯
繹
』

杜
見
典
國
語
不
合
謂
四
面
集
攻
之

と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
國
〖

王
族
必
大
敗
之
」
と
あ
り
、

軍
言
一
＿

と
あ
る
。

而
上
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社
稜
之
固
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
昭
公
五
年
の
偲
文
に
「
王
欲

敷
叔
向
以
其
所
不
知
而
不
能
」
と
あ
り
、
注
に
「
言
叔
向
之
多

知
」
と
あ
る
。

圃
彼
若
謀
害
楚
國
登
不
為
患
子
木
櫂
言
諸
王
盆
其
腺
爵
而

復
之
整
子
使
椒
鳴
逆
之

＠
「
椒
鳴
」
は
、
伍
畢
の
子
で
あ
る
。
偲
は
、
整
子
の
言
薬
に
説
得

力
が
あ
っ
た
か
ら
、
伍
學
は
も
ど
る
こ
と
が
で
き
、
子
孫
が
ま
た

楚
に
仕
え
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圃
『
國
語
』
楚
語
上
に
「
乃
使
椒
嗚
召
其
父
而
復
之
」
と
あ
る
の
を

参
照
。

闘
許
霰
公
如
楚
請
伐
鄭

⑭
十
六
年
に
晉
が
許
を
伐
っ
た
と
き
、
他
闘
は
み
な
大
夫
だ
っ
た
の

に
、
鄭
伯
だ
け
は
自
身
で
参
戦
し
た
か
ら
、
許
は
怒
っ
て
、
鄭
に

報
復
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

闘
十
六
年
に
「
叔
老
會
郷
伯
晉
荀
偲
術
窟
殖
宋
人
伐
許
」
と
あ
る
。

圃
日
師
不
興
孤
不
蹄
芙
八
月
卒
干
楚
楚
子
曰
不
伐
鄭

何
以
求
諸
侯
冬
十
月
楚
子
伐
鄭

R
許
の
た
め
で
あ
る
。

圃
鄭
人
貯
禦
之
子
壺
曰
晉
楚
将
平
諸
侯
肘
和

⑭
和
平
は
、
明
年
に
あ
る
。

闘
一
「
夏
叔
孫
豹
會
晉
趙
武
楚
屈
建
察
公
孫
蹄
生
衛
石
悪

陳
孔
奥
鄭
良
雷
許
人
曹
人
干
宋
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
秋
七
月
辛

巳
豹
及
諸
侯
之
大
夫
盟
干
宋
」
と
あ
る
。

圃
楚
王
是
故
昧
於
一
来

R
「
昧
」
は
、
貪
冒
〔
む
さ
ぼ
る
〕
と
同
じ
で
あ
る
。

閲
二
十
八
年
の
偲
文
に
「
不
脩
其
政
悪
而
貪
昧
於
諸
侯
以
退
其

願
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
文
選
』
呉
都
賦
「
相
典
昧
潜
瞼
」
の
劉

淵
林
注
に
「
昧
冒
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
不
如
使
退
而
蹄
乃
易
成
也

◎
「
退
」
は
、
快
〔
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
〕
で
あ
る
。

闘
桓
公
六
年
の
偲
文
「
今
民
骸
而
君
退
欲
」
等
の
注
に
、
同
文
が
み

え
る
。
な
お
、
そ
の
間
を
参
照
。

圃
夫
小
人
之
性
景
於
勇
薔
於
禍
以
足
其
性
而
求
名
焉
者
非

國
家
之
利
也
若
何
従
之

R
「
競
」
は
、
動
で
あ
り
、
「
薔
」
は
、
貪
で
あ
る
。
鄭
人
で
楚
と

戦
お
う
と
し
て
い
る
者
は
、
い
づ
れ
も
み
な
、
（
血
氣
の
）
勇
を

ふ
る
い
名
を
む
さ
ぼ
る
人
で
あ
っ
て
、
よ
く
國
の
た
め
に
長
久
の

利
を
は
か
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
従
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

闘
注
の

動
也

注
の

貪
也

動
也
」
に
つ
い
て
は
、
疏
に

云
賢
謂
自
衿
奮
以
弯
人
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

貪
也
」
に
つ
い
て
は
、
『
方
言
』
第
十
に
「
乱
盃

荊
汝
江
湘
之
郊
凡
貪
而
不
施
謂
之
凱
或
謂
之
薔
」
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と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
子
展
説
不
禦
寇
十
二
月
乙
酉
入
南
里

R
「
南
里
」
は
、
鄭
の
邑
で
あ
る
。

闘
宣
公
三
年
の
偲
文
「
誘
子
華
而
殺
之
南
里
」
の
注
に
「
南
里

地
」
と
あ
る
。

圃
渉
於
柴
氏

R
「
架
氏
」
は
、
津
〔
わ
た
し
ば
〕
の
名
で
あ
る
。

圃
門
干
師
之
梁

R
鄭
の
城
門
で
あ
る
。

闘
九
年
の
偲
文
「
衛
北
宮
括
曹
人
郷
人
従
荀
櫃
韓
起
門
子
師
之
梁
」

の
注
に
「
師
之
梁
亦
鄭
城
門
」
と
あ
る
。
な
お
、
そ
の
間
を
参

照。
圃
縣
門
殺
獲
九
人
焉
渉
子
氾
而
蹄

R
氾
城
の
下
で
汝
水
を
わ
た
り
、
南
に
蹄
っ
た
の
で
あ
る
。

罰
疏
に
引
く
『
繹
例
』
土
地
名
に
「
楚
伐
鄭
師
子
氾
襄
城
縣
南

氾
城
是
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
儘
公
二
十
四
年
の
傭
文
「
王
出
適

鄭
虞
子
氾
」
の
注
に
「
鄭
南
氾
也
在
襄
城
縣
南
」
と
あ
る
。

圃
而
後
葬
許
霊
公

R
霊
公
の
遺
志
を
と
げ
、
そ
の
後
で
葬
っ
た
の
で
あ
る
。

闘
上
の
偲
文
に
「
許
霰
公
如
楚
請
伐
鄭
曰
師
不
興
孤
不
蹄

芙
八
月
卒
子
楚
楚
子
曰
不
伐
鄭
何
以
求
諸
侯
」
と
あ
る
。

堕
其
城

鄭

圃
衛
人
蹄
衛
姫
干
晉
乃
繹
衛
侯

＠
衛
侯
は
、
女
に
よ
っ
て
晉
を
納
得
さ
せ
、
そ
の
後
で
（
よ
う
や
く
）

免
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

圃
君
子
是
以
知
平
公
之
失
政
也

R
偲
は
、
晉
が
衰
え
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

圃
晉
韓
宣
子
聘
干
周
王
使
請
事

R
何
の
用
事
で
来
聘
し
た
か
を
た
づ
ね
た
の
で
あ
る
。

圃
到
曰
晉
士
起
将
蹄
時
事
於
宰
旅
無
他
事
芙

R
「
起
」
は
、
宣
子
の
名
で
あ
る
。
證
で
は
、
諸
侯
の
大
夫
は
、
天

子
の
國
に
入
れ
ば
、
「
士
」
と
稲
す
る
。
「
時
事
」
は
、
四
時
の
貢

職
で
あ
る
。
「
宰
旅
」
は
、
家
宰
の
下
士
で
あ
る
。
”
職
貢
を
宰
旅

に
猷
上
す
る
”
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
尊
者
〔
天
子
〕
を
指
斥
す

る
こ
と
を
憚
っ
た
の
で
あ
る
。

圃
『
證
記
』
曲
橙
下
に
「
列
國
之
大
夫
入
天
子
之
國
曰
某
士
」

と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
周
證
』
天
官
の
綾
官
に
「
大
宰

卿
一
人
（
中
略
）
旅
下
士
三
十
有
二
人
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
王
聞
之
曰
韓
氏
其
昌
阜
於
晉
乎
辟
不
失
晉

＠
「
阜
」
は
、
大
で
あ
る
。
偲
は
、
周
が
衰
え
、
諸
侯
は
き
ち
ん
と

證
に
従
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
韓
起
だ
け
が
晉
例
か
ら
は
ず

れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

闘
『
詩
』
秦
風
〈
駆
職
〉
「
駆
職
孔
阜
」
の
毛
偲
に
「
阜

大
也
」
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と
あ
る
の
を
参
照
。
ま
た
、
『
國
語
』
周
語
上
「
阜
其
財
求
」
の

拿
注
に
「
阜
大
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
齊
人
城
郷
之
歳

R
二
十
四
年
に
あ
る
。

闘
二
十
四
年
の
傭
文
に
「
齊
人
城
郷
」
と
あ
る
。

圃
其
夏
齊
烏
餘
以
凜
丘
奔
晉

＠
「
烏
餘
」
は
、
齊
の
大
夫
で
あ
る
。
「
塵
丘
」
は
、
今
の
東
郡
の

塵
丘
縣
の
古
城
が
こ
こ
で
あ
る
。

闘
疏
に
「
繹
例
土
地
名
以
凜
丘
為
齊
地
」
と
あ
る
。
な
お
、
『
漢
書
』

地
理
志
上
に
「
東
郡
（
中
略
）
凜
丘
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
襲
衛
羊
角
取
之

R
今
の
凜
丘
縣
の
縣
厩
の
羊
角
城
が
こ
こ
で
あ
る
。

ool
『
晉
書
』
地
理
志
上
に
「
凜
丘
（
中
略
）
有
羊
角
城
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

圃
遂
襲
我
高
魚

R
（
今
）
高
魚
城
が
凜
丘
縣
の
東
北
部
に
あ
る
。

ool
『
績
漢
書
』
郡
國
志
三
に
「
凜
丘
故
隠
東
郡
有
高
魚
城
」
と

あ
る
の
を
参
照
。

暉
有
大
雨
自
其
賓
入

R
雨
が
ふ
っ
た
た
め
、
排
水
口
が
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

圃
介
干
其
庫

R
高
魚
の
武
器
庫
に
入
っ
て
、
そ
の
甲
〔
よ
ろ
い
〕
を
つ
け
た
の
で

あ
る
。

卿
成
公
二
年
の
傭
文
「
不
介
馬
而
馳
之
」
の
注
に
「
介
甲
也
」
と

あ
る
。

圃
以
登
其
城
克
而
取
之

＠
魯
の
高
魚
を
取
っ
た
こ
と
を
、
誰
む
必
要
が
な
い
の
に
（
経
に
）

書
い
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。

罰
成
公
十
三
年
の
偲
文
「
五
月
丁
亥
晉
師
以
諸
侯
之
師
及
秦
師
戦
干

麻
隧
秦
師
敗
績
獲
秦
成
差
及
不
更
女
父
」
の
注
に
「
戦
敗
績

不
書
以
為
晉
直
秦
曲
則
韓
役
書
戦
時
公
在
師
復
不
須
告

克
獲
有
功
亦
無
所
詭
蓋
鰹
文
醐
漏
偲
文
獨
存
」
と
あ
る
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
疏
に
「
服
虔
云
取
魯
高
魚
及
反
之

皆
不
書
蓋
諦
之
」
と
あ
る
。

圃
又
取
邑
干
宋
於
是
箆
宣
子
卒

R
「
宣
子
」
は
、

i

氾
匂
で
あ
る
。

詞
『
國
語
』
晉
語
六
「
惹
匂
自
公
族
趨
過
之
」
の
掌
注
に
「
匂
苑

文
子
之
子
宣
子
也
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

圃
諸
侯
弗
能
治
世
及
趙
文
子
廊
政
乃
卒
治
之
文
子
言
於
晉
侯

曰
晉
為
盟
主
諸
侯
或
相
侵
也
則
討
之
使
蹄
其
地
今
烏

餘
之
邑
皆
討
類
也

⑭
同
類
〔
ひ
と
ま
と
ま
り
〕
の
も
の
と
し
て
討
た
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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圃
而
貪
之
是
無
以
為
盟
主
也
請
蹄
之
公
曰

封
曰
晋
梁
帯
能
無
用
師
晉
侯
使
性

＠
「
脅
梁
帯
」
は
、
晉
の
大
夫
で
あ
る
。
「
う
ま
く
師
を
用
い
ず
に

す
ま
せ
る
」
と
は
、
櫂
謀
に
長
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
な
お
、
本
稿
は
「
平
成
十
六
年
度
跡
見
学
園
留
学
助
成
費
」

る
研
究
成
果
の
部
で
あ
る
）

諾

こ
よ

,.Jr 

執
可
使
也
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